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10．事業事前評価表（ドラフト） 
 

作成日：平成14年６月24日 
担当部・課：社会開発調査部 

社会開発調査第二課 

１．対象事業名 

ヴェネズエラ国カラカス首都圏防災基本計画に関する調査 

２．我が国が援助することの必要性・妥当性 

(1) 現状及び問題点 
ヴェネズエラ・ボリヴァル国（以下「ヴェ」国）（人口：2,344万人、GNP3,480USD／一人当り／1999センサス）

のカラカス首都圏（人口 約350万人／1990年センサス）の北側には、東西に約10kmにわたってコスタ山脈が位置し
ている。 
同山脈の北側海岸部に位置するバルガス州において、1999年12月集中豪雨による大規模な土砂災害が発生した。こ

れにより、同州は以前は国際的な観光地であったが、死者・行方不明者は、約１万人～５万人に達した上、建物等が
壊滅的な被害を受け、観光地としての都市機能が完全に破壊された。また、その際、海岸山脈を挟んで同州の南側に
位置するカラカス首都区周辺においても、４渓流で土砂災害が発生し、人命の損失は数百名にも及んだ。一方、同地
域は、土石流により形成された沖積扇状地上にあり、急な勾配に加え、渓流には不安定な巨石を含む多くの土砂が堆
積しているなど、バルガス州同様、地質的にも脆弱である。そのため、以前として土砂災害の危険性の高さが懸念さ
れている。 
また、過去の地震被害に関し、1967年のカラカス地震では、カラカス中心部より55kmの地点を震源地として、マ

グニチュード6.4を記録し、多くの建物が甚大な被害を受けた。このなかで10～12階建てのアパート４棟が倒壊して
いる他、死者は少なくとも275名を越えている。この他にも、詳細は不明なものの、1812年には死者１万人を越える
地震があったと言われている。これらの原因として、首都区地域は、海洋プレートと大陸プレートがぶつかりあう場
所に位置しており、複数の断層が存在していることが考えられており、今後将来的にも大地震発生の危険性が懸念さ
れている。このように、土砂、地震のいずれによっても過去に大きな災害となった上に、今後も起こる可能性が高い。 
他方で、首都区地域には、「ヴェ」国の人口、資産、インフラが集中しているため、ひとたび地震災害及び土砂災

害が発生した場合には、被害は甚大なものとなり、首都機能は低下し「ヴェ」国にとって大きな打撃となることが想
定される。しかしながら、これらの災害に対して、これまで「ヴェ」国政府として抜本的な対策は講じられていなか
った。 

 
(2) 国家開発計画、地域開発計画、分野別計画などの計画と当該案件の整合性 

ヴェネズエラ国の現行の国家開発計画である「経済･社会開発計画 2001-2007」では、市民の永続的な権利保護（同
計画2･1･5項）に取り組む事になっている。この中で、市民の生命及び所有物を脅かす災害から市民を守るために、
市民保護及び災害管理に係る国家組織を形成する事が謳われている。「市民保護及び災害管理に係る国家組織法（2001
年11月制定）」。同法では、災害行政における自治体の役割を、「州知事または市長が、市民保護及び災害管理に係る
最高行政責任者である」「災害が複数の市におよぶ場合は、州政府の市民保護局が責任を引き受ける事」と規定して
いる。したがって、首都区庁がカラカス首都圏の災害行政を実施するものと考えられる。 
「都市計画行政法（1987年制定）」では、居住地における行政権限について規定しており、地方自治体に、土地利

用等の都市行政に係る権限が認められている。「消防・緊急管理に係る行政組織法（2001年制定）」は、消防組織の役
割及び権限あるいは国家の消防行政の枠組みを定めた法令である。 

 
(3) 他国機関との関連事業との整合性 

当国では、近年、EU（欧州連合）が最大の援助実績を有し、防災・災害復興の協力分野でも力を入れている模様
である。同分野に関わる防災協力を検討する際には、EUの動向を注視する必要がある。 

 
(4) 我が国の当該国への基本的援助方策との整合性 

国別事業実施計画の中で、防災分野は「ヴェ」国に対する援助重点分野として位置づけられている。なお、1992
年２月に実施したプロジェクト確認調査により、日・「ヴェ」国双方で案件形成に係る努力を行うとともに、環境セ
クター（環境保全等）と社会セクター（職業訓練、保健医療等）を対「ヴェ」国重点協力分野として設定されている。
同調査時において想定されていたのは、社会セクターの保健及び教育であるが、実際の協力の経緯は、環境天然資源
省関連の協力が中心となっている。 

３．事業の目的 

カラカス首都区において防災力向上のために、地震、土砂災害等を対象にしたマスタープラン（Ｍ／Ｐ）を策定す
る。また、Ｍ／Ｐで選定された優先プロジェクトについて、フィービリティー調査を実施する。 

４．事業の内容 

(1) 対 象 
(a) 調査対象： 

リベルタドール市（LIBERTADOR）、チャカオ市（CHACAO）、スクレ市（SUCRE）の３市全域（ただし、土砂
災害分野は、首都圏の北側アビラ山系（AVILAS）からグアイレ川（GUAIRE）の間周辺を対象とする） 

(b) 技術移転の対象 
カラカス首都区庁 



－163－

 
(2) アウトプット 
(a) 計画策定： 

カラカス首都圏防災基本計画（Ｍ／Ｐ）の策定及び優先事業に対するＦ／Ｓの実施 
(b) 技術移転：土砂災害対策の手法、水文観測技術、強震観測技術、GIS技術、Web技術、地震防災対策の手法、 
ハザードマップ・災害シナリオの作成技術、防災教育の手法 

 
(3) インプット：以下の投入による調査及び技術移転の実施。 
(a) コンサルタント（分野／人数）  

担当分野 人数 担当分野 人数 
 総括／都市防災計画 1  施設設計／積算 1 
 地震防災／地震工学 1  GISシステム設計／データベース構築 1 
 地盤工学 1  防災行政・法制度 1 
 建築構造対策 1  教育訓練・住民組織 1 
 ライフライン／インフラ 1  救援活動・災害医療 1 
 土砂災害対策 1  環境アセスメント 1 
 地形･地質／航空写真解析／測量 1  社会経済／プロジェクト評価 1 
 水文・土砂水理・氾濫解析 1 計 16  

(b) その他 
現地再委託：地盤・地質調査、建築物・土地利用調査、社会構造調査等 
調査に必要な資機材：携帯用簡易GPS、自記雨量計、水位センター、土石流解析ソフト等 
研修員受入：１人／年程度を想定 

 
(4) 総事業費 

約3.2億円（概算） 
 
(5) 調査のスケジュール 

2002年11月～2004年11月（24ヶ月） 
 
(6) 実施体制 
(a) 協力相手国実施機関名： 

首都区庁：国際協力局、都市整備局、消防局、市民保護局、環境局、国立公園管理局 
中央政府：インフラ省、環境省(国土地理院、流域保全局、警報局)、科学技術省地震工学研究所、内務省防災局 
その他：ヴェネズエラ中央大学等 
設置技術委員会：インフラ･都市計画技術委員会、環境技術委員会、早期通報･避難技術委員会、リスクマップ技

術委員会 
(b) 協力相手国実施機関の責任者：首都区庁 ペーニャ長官 

５．成果の目標 

(1) 提案計画の活用目標 
策定されたＭ／Ｐ（Ｆ／Ｓ調査結果を含む）が、2020年度を目標年次とする防災計画に効果的に反映される。 

 
(2) 活用による達成目標 
(a) 首都区における構造物対策（大規模→中央官庁、小規模→首都区）の事業が実施される。 
(b) 首都区における非構造物対策（防災教育等）が、首都区と中央省庁の連携のもとに実施される。 

６．外部要因リスク 

協力相手国内の事情 
(a) 政策的要因：政権交代等により政策の変更が生じ提案事業の優先度が低下する。 
(b) 行政的要因：予算不足・人員不足等による計画の質及び内容が低下する。 
(c) 経済的要因：対策の規模や種類に応じて「中央省庁予算」「首都区予算」「外国からの支援」を想定しているが経

済の悪化により受益者負担の廃棄物管理計画が実施できなくなる。 
(d) 社会的要因：対象地区における治安の急激な悪化等。 

７．今後の評価計画 

(1) 事後評価に用いる指標 
(a) 活用の進捗度 

・各対象都市でＭ／Ｐに基づく防災対策行政が継続的に実施されているか。 
・中央政府の防災計画の策定に、Ｍ／Ｐの提言等が反映されたか。 
・（対象市以外の）バルータ、エルアティージョ両市に係る防災計画策定時に応用されたか。 

(b) 活用による達成目標の指標 
・首都区における構造物対策の実施件数等（耐震補強等） 
・首都区における非構造物対策の実施件数（防災セミナー数等） 

 
(2) 上記(a)および(b)の評価タイミング 

事後評価：2010年、2015年（調査終了時から５年毎）及び防災計画策定時（2020年） 
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